
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月２日（金）、第１４回パート・非常勤連絡会総会が開催され、２９名が参加しました。民法協

の楠晋一弁護士を講師に「有期契約労働をめぐる厚労省での動きについて」の学習会を行いました。有

期労働契約やパートタイム労働法など労働政策審議会での議論の状況が説明され、最後に、「現在審議

されている法律が規制強化に向かうためにも、格差に疑問をもっていない人に運動を広げていってくだ

さい。」と語られました。質問では、今の法律が職場の実態にあわないことや、非正規労働者を守るこ

とになっていない実態からどうしていけばいいのかという内容が多く、非正規労働者の処遇改善につな

がる法律改正が重要であることが再確認されました。 

 

討論発言 

大教組… １年の期限付き教職員が、大阪では 4,000 人以上いる。先生の半分が非正規の学校もある。 

     来年は、もっと臨時が増える可能性がある。今問題になっている「教育基本条例」は、誰に 

対して出しているのか不明。この条例では、学校がつぶされてしまい、先生も辞めさせられ 

てしまい矛盾も多い。 

 

生協労連…店舗の撤退方針は、撤回させることは出来なかったが、２月閉店に向け第１希望から第３希 

   望で３０名の雇用。年末の供給を上げながら、自分の身のふりかたを考えるのは大変だった 

   が、今回のことでも組合の有難さを感じている。 

 

自治労連…公務職場は、パート法の除外になっていることが問題。職場では、継続した雇用が必要なの 

  



  に任期付制度を採用している。枚方非常勤裁判の闘いのなかで、弁護士から「非正規だから 

  賃金が低いのはあたり前という魔法に、非正規自身がかかっている。」と言われた。それら 

  をとりはらっていかなければいけない。 

 

北河内… 現在６つの団体で毎月１回幹事会を開催している。仕事で疲れて会議で疲れるのではなく、 

     いっぱいしゃべって元気になる会議になるよう心がけている。会議の他にも新年会や納涼会 

     など楽しい取り組みも企画している。 

 

福保労… ８月末に非正規部会を結成。生活出来る賃金の指標を示していく必要があると感じている。 

     非正規アンケートや非正規のつどいに取り組んできた。非正規アンケートで、４年以内に７ 

０％が職場を去る実態が明らかとなり、保育現場・保育がこれでいいのかと感じている。非 

正規との接点をつくり、同じ命を守る職場でこれでいいのか考えていく。 

 

 総会のまとめで長岡事務局長より、「労働者は、コストではない財産だと世界では報告されているが、

日本ではまだまだそのようなことになっていない。それぞれの職場の状況を認識し、共有して頑張って

いきましょう。」呼びかけられました。２０１２年パート・非常勤連絡会方針、パート・非常勤部会か

らパート・非常勤連絡会への変更に伴う「めざすもの・規約の改正」が採択され、新役員が確認されま

した。 

 

2012年大阪労連パート・非常勤連絡会役員体制 
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 長年、大阪労連パート・非

常勤部会事務局長を務め、全

国でも非正規労働運動を牽引

されてきた長岡さんが今総会

で退任されることとなりまし

た。ご苦労様でした。 

 

 


